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１【提出理由】

当社は、平成26年５月12日開催の取締役会において、平成26年６月27日開催予定の当社第75期定時株主総会（以下

「本定時株主総会」といいます。）において、ダイヤモンド電機株式会社A種優先株式の発行に必要な定款変更案及び

ダイヤモンド電機株式会社A種優先株式の発行に係る議案が承認されることその他法令に基づき必要な手続が完了して

いることを条件として、第三者割当によるダイヤモンド電機株式会社A種優先株式の発行を決議いたしましたので、金

融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第２号の規定に基

づき、本臨時報告書を提出します。

 

２【報告内容】

１．株式の種類及び銘柄

ダイヤモンド電機株式会社A種優先株式（行使価格修正条項付新株予約権付社債券等）（以下「本優先株式」又は

「A種優先株式」といいます。）

 

２．発行数

150株

 

３．発行価格及び資本組入額

(1) 発行価格（払込金額） １株につき10,000,000円

(2) 資本組入額          １株につき 5,000,000円

 

４．発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額       1,500,000,000円

資本組入額の総額     　750,000,000円

（注）資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、750,000,000円

であります。

 

５．株式の内容

(1) 優先配当金

① A種優先配当金

当社は、剰余金の配当（A種優先中間配当金（本５．(1)⑤に定義する。以下同じ。）を除く。）を行う

ときは、当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主（以下

「A種優先株主」という。）又はA種優先株式の登録株式質権者（以下「A種優先登録株式質権者」とい

う。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、A種優先株式１株につき本５．(1)②に定める額の剰余金

（以下「A種優先配当金」という。）を配当する。ただし、当該配当にかかる基準日を含む事業年度に属す

る日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当（本５．(1)③に定める累積未払A種優先配当金

の配当を除き、A種優先中間配当金を含む。）がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除し

た額とする。

② A種優先配当金の額

A種優先配当金の額は、１株につき710,000円とする。

③ 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う１株

あたり剰余金の配当（以下に定める累積未払A種優先配当金の配当を除き、A種優先中間配当金を含む。）

の額の合計額が当該事業年度にかかるA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度

の翌事業年度の初日（同日を含む。）以降、実際に支払われた日（同日を含む。）まで、年率7.1％（以下

「A種優先配当率」という。）で１年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、１年を365日とし

た日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を

四捨五入する。累積した不足額（以下「累積未払A種優先配当金」という。）については、A種優先配当

金、A種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これをA種

優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う。

④ 非参加条項

A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金を配当しない。ただ

し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定

される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765

条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

⑤ A種優先中間配当金

EDINET提出書類

ダイヤモンド電機株式会社(E02019)

臨時報告書

 2/12



当社は、毎年９月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記

載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先

立ち、A種優先株式１株につき当該基準日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額の２分の１に相当

する額（１円に満たない金額は切り上げる。）（以下「A種優先中間配当金」という。）を配当する。

 

(2) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登

録株式質権者に先立ち、A種優先株式１株あたりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出され

る額（以下「基準価額」という。）を支払う。

 

（基準価額算式）

１株あたりの残余財産分配価額

＝　10,000,000円＋累積未払A種優先配当金

＋前事業年度未払A種優先配当金＋当事業年度未払優先配当金額

 

上記算式における「累積未払A種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日（以下「残余財産分配日」と

いう。）を実際に支払われた日として、本５．(1)③に従い計算される額の合計額とし、

「前事業年度未払A種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前

事業年度（以下本項において「前事業年度」という。）にかかるA種優先配当金のうち、残余財産分配日まで

に実際に支払われていないA種優先配当金がある場合における当該前事業年度にかかるA種優先配当金の不足額

（ただし、累積未払A種優先配当金に含まれる場合を除く。）とし、

また、「当事業年度未払優先配当金額」は、10,000,000円にA種優先配当率を乗じて算出した金額につい

て、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）以降、残余財産分配日（同日を含む。）までの

期間の実日数につき日割計算により算出される金額（ただし、残余財産分配日が平成27年３月31日に終了する

事業年度に属する場合は、710,000円）から、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）以降

に支払われたA種優先中間配当金がある場合におけるA種優先中間配当金の額を控除した金額とする。

なお、当該計算は、１年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第

３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。

A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

 

(3) 議決権

A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会（種類株主総会を含む。）において議決権

を有しない。

 

(4) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、A種優先

株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無

償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

 

(5) 金銭を対価とする取得請求権

A種優先株主は、当社に対し、平成26年８月１日以降いつでも、金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一

部を取得することを請求することができる（当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得日」とい

う。）。当社は、この請求がなされた場合には、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭

対価取得請求権取得日における会社法第461条第２項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、

金銭対価取得請求権取得日に、A種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。

ただし、分配可能額を超えてA種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきA種優先株式は取得請求され

る株数に応じた比例按分の方法により決定する。

A種優先株式１株あたりの取得価額は、本５．(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、本項の

取得価額を算出する場合は、本５．(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取

得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

 

(6) 金銭を対価とする取得条項

当社は、平成27年７月31日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日におい

て、A種優先株主又はA種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得価額の金

銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる（以下当該取得を行う日を「金銭対
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価取得条項取得日」という。）。なお、一部取得するときは、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合

理的な方法による。

A種優先株式１株あたりの取得価額は、本５．(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、本項の

取得価額を算出する場合は、本５．(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取

得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

 

(7) 普通株式を対価とする取得請求権

A種優先株主は、当社に対し、本５．(7)①に定める取得を請求することができる期間中、本５．(7)②に定

める条件で、普通株式を対価としてA種優先株式を取得することを請求することができる。

① 取得を請求することができる期間

平成26年８月１日以降

② 取得と引換えに交付すべき財産

I.　当社は、A種優先株主が取得請求権を行使した場合、当該A種優先株主の有するA種優先株式を取得するの

と引換えに、当該A種優先株主に対して、次に定める条件により当社の普通株式を交付する（以下当該取

得を行う日を「普通株式対価取得請求権取得日」という。）。なお、A種優先株主に交付される普通株式

数の算出に際し、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法167条第３項に定め

る金銭による調整は行わない。

取得と引換えに

交付すべき普通株式数
＝

（A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の本５．(2)に定める基準価額

の総額）÷転換価額

 

なお、上記の基準価額の算出においては、本５．(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」

を「普通株式対価取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

 

II.　転換価額

イ   当初転換価額

当初転換価額は、342円とする。

ロ   転換価額の修正

転換価額は、平成27年１月31日以降の毎年７月31日及び１月31日（以下それぞれ「転換価額修正

日」という。）に、転換価額修正日における時価の95％に相当する金額（以下「修正後転換価

額」という。）に修正されものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50％（以下

「下限転換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転

換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものと

する。

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証

券取引所（以下「東証」という。）における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。）とする。

ハ   転換価額の調整

(a) 当社は、A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場

合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」とい

う。）をもって転換価額（上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。）を調整する。

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

既発行普通株式数 ＋
交付普通株式数×１株あたりの払込金額

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

 

転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の

各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場

合は、調整後の転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から

当該日における当社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)

に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を

加えた数とする。

転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合に

は、株式分割により増加する普通株式数（基準日における当社の有する普通株式に関して増

加した普通株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合に
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より減少する普通株式数（効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通

株式数を含まない。）を負の値で表示して使用するものとする。

転換価額調整式で使用する「１株あたりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金

額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は０円と

する。）、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は０円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株

式等（下記(b)(iii)に定義する。）の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がな

された額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、

その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換

又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控

除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金

額（下記(b)(iii)において「対価」という。）とする。

(b) 転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額

の適用時期については、次に定めるところによる。

(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割

当ての場合を含む。）（ただし、当社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式

若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハ

において同じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）その

他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。）

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払

込期間の最終日とする。以下同じ。）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを

適用する。ただし、当社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又

は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ii) 普通株式の株式分割をする場合

調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用す

る。

(iii) 取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取

得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定

めがあるものを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は下記(c)(ii)に定

める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券

若しくは権利を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得

条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付

株式等」という。）の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が

交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される

日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得

請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日が

ある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価

が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で

交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転

換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用し

て算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

(iv) 普通株式の併合をする場合

調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

(c) (i)  転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を切り捨てる。

(ii) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。）とする。

(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると

当社取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な転換価額の調整を行う。

(i)  当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全

部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株

式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
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(ii) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の

転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。

(iii) その他当社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。

(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満の場

合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰

り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその

旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事

項を株主名簿に記載された各A種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに

前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 

６．発行方法

第三者割当の方法により、UDSコーポレート・メザニン３号投資事業有限責任組合（以下「割当先」といいま

す。）に全株を割り当てる。

 

７．引受人の氏名又は名称に準ずる事項

該当事項はありません。

 

８．募集を行う地域に準ずる事項

日本国内

 

９．手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(1)  調達する資金の額（差引手取概算額）

払込金額の総額         1,500,000,000円

発行諸費用の概算額        49,500,000円

差引手取概算額         1,450,500,000円

※発行諸費用の概算額は、登録免許税、アップフロントフィー、株式評価業務及び書類作成補助業務に係

る費用並びに弁護士費用等です。

(2)  調達する資金の具体的な使途

本優先株式の発行で得た調達資金15億円を、主に中国子会社等の点火コイル増産設備に充当し、一部を長期

借入金返済に使用し、有利子負債を抑制しながら自己資本の改善を図りたいと思います。

(3)  調達する資金の支出予定時期

本優先株式の発行により調達する資金は、平成26年８月～平成27年３月に支出する予定です。

なお、調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

 

10．新規発行年月日（払込期日）

平成26年７月31日

 

11．当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

 

12．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項

(1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等（本優先株式）の特質

① 本優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。本優先株式の取得請求権

の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の株価を基準として決定され、又は修

正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の

数は増加する場合があります。

② 本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得請求権が行使された本優先株式に

係る上記５．(2)に定める基準価額を、上記５．(7)②に定める転換価額で除して算出されます（１株に満

たない端数がある場合は切り捨てます。）。また、転換価額は、上記５．(7)②に記載のとおり、平成27年

１月31日以降の毎年７月31日及び１月31日（転換価額修正日）において、転換価額修正日における時価の

95％に相当する金額（修正後転換価額）に修正されます。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50％

（下限転換価額）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とします。上記「時価」とは、当該転

換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取
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引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。）をいいます。

上記の詳細は、上記５．(7)②をご参照下さい。

 

(2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等（本優先株式）の発行により資金の調達をしようとする理由

当社は、平成26年３月期において、連結ベースで11億５百万円の当期純損失を計上し、純資産の部が大きく

毀損していることに鑑みて、早急に財務体質の改善を図ることが必要であるとの判断に至りました。

このように、財務体質の安定化を図る一方、既存株主の皆様への影響にも配慮し、様々な資金調達の選択肢

を検討してまいりましたが、平成26年３月期決算における当社の財務状況に鑑みると、借入等による負債性の

資金調達よりも、資本性のある資金調達を実施することにより、自己資本の増強を図ることが適切であると考

えております。

現在の経済情勢、資本市場の状況、当社の財政状況を勘案すると、市場からの資金調達は困難であり、当社

普通株式による資金調達は、当社普通株式の株価水準や株式流動性に鑑みると、普通株式による公募増資では

今回の割当先及び発行予定額の確保に不確実性があることに加えて、直ちに普通株式の大幅な希薄化を生じさ

せ、既存株主の株主価値を損ないかねないことから、適切ではないと判断いたしました。また、普通株式によ

る第三者割当増資につきましても、当社事業の独立性の確保を念頭に割当先や引受額を検討する中で、適切で

はないと判断いたしました。

当社は、割当先から本優先株式に係る条件提示を受けて、当該条件につき慎重に検討し、また、割当先との

間で慎重に交渉・協議を重ねました。その結果、現金償還を主として想定した資金調達・自己資本の増強策と

して、割当先との間で、本優先株式の発行について合意いたしました。本優先株式は、下記(3)①に記載のと

おり、普通株式を対価とする取得請求による普通株式の希薄化が極力抑制された内容であること、昨今のメザ

ニンファイナンスの優先株式における調達環境を踏まえると本優先株式の配当率が妥当な水準にあること、昨

年度末に作成した中長期計画に準じれば、売上拡大及び当期純利益の積上げが見込まれ、早期の買入消却が可

能となる結果、財務体質の安定化により、今後の金融機関からの借入れ調達コストの維持・抑制や調達余力の

拡大が見込まれること等の理由から、当社の事業目的及び経営方針に深い理解を有する投資家に対して、本優

先株式を発行することが最善の選択であると判断いたしました。

 

(3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等（本優先株式）に表示された権利の行使に関する事項

① 合意による普通株式を対価とする取得請求の制約について

割当先による上記５．(7)記載の当社普通株式を対価とする取得請求権の行使に関しては、当社と割当先

との間の平成26年５月12日付投資契約（以下「本投資契約」という。）において、下記のいずれかの事由

が発生した場合に限定されています。

(i)   本優先株式に対する金銭による剰余金の配当が、連続する２事業年度を通じて一度も行われなかっ

た場合

(ii)  本(3)②(ii)又は(iii)記載の事由が発生した場合

(iii) 本(3)②(i)、(iv)又は(v)記載の事由が発生した日から６ヶ月間が経過した場合

② 合意による金銭を対価とする取得請求の制約について

割当先による上記５．(5)記載の金銭を対価とする取得請求権の行使に関しては、本投資契約において、

下記のいずれかの事由が発生した場合に限定されています。

(i)   本優先株式の発行日から５年が経過した場合

(ii)  当社につき、本投資契約に定める義務の違反があった場合

(iii) 当社が本投資契約に定める表明及び保証の違反をした場合（但し、軽微な違反を除く。）

(iv)  当社の各事業年度の有価証券報告書が提出された場合において、当該有価証券報告書に記載される

財務諸表に基づき算出される各事業年度の末日における当社の分配可能額が、当該各事業年度の末

日現在の割当先の保有する本優先株式の合計株数にその時点を金銭対価取得請求権取得日として算

出される上記５．(5)に定める本優先株式１株あたりの取得価額を乗じた金額を下回った場合

(v)   当社の2015年３月期以降の各年度の決算期における単体又は連結の損益計算書に示される営業損益

又は経常損益のいずれかが２期連続で損失となった場合

③ 割当先との投資契約における合意について

当社は、本投資契約において、割当先による取得請求に制約を設ける一方、将来の現金償還請求（金銭

を対価とする取得請求）に対応する分配可能額及び資金を確保して普通株式を対価とする取得請求が行使

されることを避けること、また当社の財務的健全性を確保すること等を目的として、割当先に対し主に次

に掲げる遵守事項を負っております。

(i)   当社グループの主たる事業を営むのに必要な許可等を維持すること、全ての法令等を重要な点にお

いて遵守して事業を継続すること、及び、当社グループの主たる事業内容を変更しないこと。
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(ii)   割当先の事前承諾なしに、当社のグループ構成を変更しないこと、組織再編（但し、当社グルー

プ内及び当社グループ全体の観点から見て重要でないものについてはこの限りではない。）を行わ

ないこと、並びに定款変更、合併、事業譲渡及び重要な資産の譲渡等の重要な変更を行わないこ

と。但し、割当先は、かかる承諾を不合理に留保又は拒絶しないものとする。

(iii) 割当先の保有する本優先株式の合計株数に本優先株式１株あたりの取得価額を乗じた金額が、当社

の分配可能額を上回ることとなるような内容の普通株式への剰余金の配当を行わないこと。

(iv)   当社の発行可能株式総数から発行済株式の総数を控除して得た数が、本優先株式の全てについ

て、通常下限行使価格で行われる普通株対価取得請求を行った場合に割当先が取得することとなる

普通株式数を超えている状態を維持すること。

(v)    法令等及び本投資契約に定める場合のほか、割当先の承諾なく普通株式を対象とする自己株式の

取得を行わないこと。

 

(4) 当社の株券の売買に関する事項についての取得者（割当先）との間の取決めの内容

割当先は、保有する本優先株式の全部又は一部を第三者に譲渡する場合には、当該譲渡の10営業日前まで

に、本優先株式の譲渡予定の概要（譲渡予定先の氏名又は名称、譲渡予定株式数及び譲渡予定日）を当社に書

面により通知し、当社と誠実に協議すること、並びに、当該譲渡予定先をして本投資契約上の割当先の義務を

負う旨の書面を当社に対して提出させることを約しています。

 

(5) 当社の株券の貸借に関する事項についての取得者と当社の特別利害関係者等との間の取り決めの内容

該当事項はありません。

 

(6) その他投資者の保護を図るため必要な事項

① 単元株式数

本優先株式の単元株式数は１株であります。

② 議決権の有無及び内容の差異並びに理由

当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しています。普通株式は、株主として

の権利内容に制限のない株式ですが、本優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、本

優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととした

ものであります。

③ 種類株主総会の決議

当社は、会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりませ

ん。

 

13．保有期間その他の本優先株式に係る株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容

該当事項はありません。なお、割当先の本優先株式の保有方針については、下記15．(1)eをご参照下さい。

 

14．当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限

(1) 金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡制限

該当事項はありません。

(2) 合意による普通株式を対価とする取得請求及び金銭を対価とする取得請求の制約について

上記12．(3)をご参照下さい。

 

15．第三者割当の場合の特記事項

(1) 割当予定先の状況

名称 ＵＤＳコーポレート・メザニン３号投資事業有限責任組合

所在地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号

組成目的 有価証券の取得等

出資額 非開示
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a．割当予定先の

概要

主たる出資者及びその出資比

率

１．株式会社日本政策投資銀行

　　代表取締役社長　橋本　徹

東京都千代田区大手町１－９－６　フィナンシャルシティーサウ

スタワー

２．株式会社三井住友銀行

　　頭取兼最高執行役員　國部　毅

　　東京都千代田区丸の内１－１－２

３．三井住友ファイナンス＆リース株式会社

　　代表取締役社長　川村　嘉則

　　東京都港区西新橋３－９－４

なお、出資比率は非開示

業務執行組合員の概要 名称 有限会社DBJコーポレート・メザニン・パート

ナーズ（有限会社DBJコーポレート・メザニ

ン・パートナーズは、株式会社日本政策投資

銀行の 連結子会社であり、メザニンファンド

の運営・管理を主な事業として行っておりま

す）

本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号

代表者の

役職・氏名

取締役　　三ヶ山　正明

資本金 300万円

事業の内容 有価証券の取得及び保有等

主たる出資者及

びその出資比率

非開示

業務執行組合員の概要 名称 株式会社日本政策投資銀行

本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号

直近の有価証券

報告書等の提出

日

有価証券報告書

事業年度　第５期 （自　平成24年４月１日　

至　平成25年３月31日）

平成25年６月27日　関東財務局長に提出半期

報告書

事業年度　第６期中（自　平成25年４月１

日　至　平成25年９月30日）

平成25年12月20日　関東財務局長に提出

b．当社と割当予

定先との間の

関係

当社と割当予定先との間の関

係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係及び取

引関係

該当事項はありません。

当社と業務執行組合員等との

間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係及び取

引関係

該当事項はありません。

ｃ．割当予定先の選定理由

当社は、財務バランスの改善のため主要取引銀行からいろいろな

提案を受け検討した結果、自己資本の増強を図ることを目的とし

た優先株式発行を実施する方針を決定いたしました。そして、株

式会社日本政策投資銀行は従前より取引もあり当社グループの経

営状況等についてご理解いただいていたため、当社グループの事

業内容及び将来性を高くご評価いただいている株式会社日本政策

投資銀行が業務執行組合員であるＵＤＳコーポレート・メザニン

３号投資事業有限責任組合を割当先として選定いたしました。

ｄ．割り当てようとする株式の数 本優先株式　150株

EDINET提出書類

ダイヤモンド電機株式会社(E02019)

臨時報告書

 9/12



ｅ．株券等の保有方針

当社は、割当先が、本優先株式の取得を原則として中期投資とし

て取り組む意向であり、本優先株式取得後は、本優先株式の発行

要項等の定めに従い本優先株式の保有、現金又は当社普通株式を

対価とする取得請求、普通株式が交付された場合の交付された普

通株式の売却等については、実務上対応可能な限り市場及び当社

の財務状況等に配慮して実施されるものと認識しております。

また、割当先からは、発行日から２年以内に本優先株式又は本優

先株式の取得と引換えに交付される当社普通株式の譲渡を行った

場合には、その内容を当社に報告すること、当社が当該報告内容

を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦

覧に供されることに同意する旨の確約を得る予定です。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了

できる旨の報告を得ており、さらに出資者の有価証券報告書を確

認する等し、払込期日までに割当予定株式を引き受けるのに十分

な資金を確保できるものと判断しております。

ｇ．割当予定先の実態

当社は、割当先の出資者である株式会社日本政策投資銀行、株式

会社三井住友銀行及び三井住友ファイナンス＆リース株式会社の

各有価証券報告書に記載されている会社の沿革、役員、主要株主

及び内部統制システムの整備状況等を確認し、割当先の出資者、

割当先の出資者の役員若しくは子会社又は割当先の出資者の主要

株主（以下、「各関係者」という。）が反社会的勢力とは関係が

ないものと判断しております。また、割当先であるＵＤＳコーポ

レート・メザニン３号投資事業有限責任組合については、代表者

に対する面談等を通じ、各関係者が暴力団等とは一切関係がない

ことを確認しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出し

ています。

 

(2) 株券等の譲渡制限

該当事項はありません。

なお、上記12．(4)に記載のとおり、割当先は、保有する本優先株式の全部又は一部を第三者に譲渡する場

合には、当該譲渡の10営業日前までに、本優先株式の譲渡予定の概要（譲渡予定先の氏名又は名称、譲渡予定

株式数及び譲渡予定日）を当社に書面により通知し、当社と誠実に協議すること、並びに、当該譲渡予定先を

して本投資契約上の割当先の義務を負う旨の書面を当社に対して提出させることを約しています。

 

(3) 発行条件に関する事項

当社は、本優先株式の払込金額の決定に際して、フィナンシャルアドバイザーである株式会社プルータス・

コンサルティングに本優先株式の価格算定を依頼し、株式価値算定書を受領いたしました。

当該算定書によれば、本優先株式の価格は、優先配当率（7.1％）、株価（360円/株）、普通株式配当率

（0.83％）、無リスク利子率（0.191％）、株価変動性（42.11％）、当社の行動として本優先株式発行後５年

後の時点において取得条項を発動すること等の一定の前提の下、一般的な株式オプション価値算定モデルであ

るモンテカルロ・シミュレーションを用いて算定されております。

当該算定書の内容を踏まえて慎重に検討いたしました結果、当社は、本優先株式の優先配当率（7.1％）、

本優先株主が負担することとなるクレジット・コスト等の諸条件を考慮し、当社の置かれた事業環境及び財務

状況並びに本優先株式の流動性等を総合的に勘案の上、本優先株式の発行条件（割当先との本投資契約におけ

る条件を含む。）は概ね合理的とされるレベルにあり、資金調達の方法として現時点において最良の選択肢で

あると判断いたしました。

また、本優先株式の払込金額は、当該株式価値算定書における評価額の範囲内であるため、本優先株式の払

込金額は会社法上、株式を引き受ける者に特に有利な金額に該当しないと考えておりますが、客観的な市場価

格のない種類株式の公正な価値については、その計算が非常に高度かつ複雑であり、その価値評価については

様々な考え方があり得ること等から、株主の皆様の意思を確認することが適切であると考え、念のため、本優

先株式発行については、本定時株主総会において、会社法第199条に基づく特別決議によるご承認を頂く予定

です。

 

(4) 大規模な第三者割当に関する事項

本優先株式は、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されたいわゆる「転換型」優先株式であり、当

初転換価額で本優先株式の全てが普通株式に転換された場合（当該時点までの期間に対応するA種優先配当金
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は、全額支払われていると仮定して試算しております。以下同じです。）の希薄化率（本優先株式発行前の発

行済普通株式数に係る議決権数に対する、当該転換により交付される普通株式に係る議決権数の比率）は

47.94％（小数点以下第３位を四捨五入）となります。なお、下限取得価額（当初転換価額の50％）で本優先

株式の全てが普通株式に転換された場合の希薄化率は95.87％（小数点以下第３位を四捨五入）となります。

上記のとおり、本優先株式の取得請求により当社普通株式が交付された場合には株式の希薄化が生じること

になります。

 

 

 

(5) 第三者割当後の大株主の状況

 

① 普通株式

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

総議決権数に

対する所有議

決権数の割合

（％）

割当後の

所有

株式数

（千株）

割当後の

総議決権数に対

する所有議決権

数の割合（％）

UDSコーポレート・メザ

ニン３号投資事業有限責

任組合

東京都千代田区大手

町一丁目９番６号
－ － 8,772 49.49

ダイヤモンドエンジニア

リング株式会社

大阪市福島区福島１

丁目1番48-4106
1,000  11.17 1,000 5.64

池永　重彦 大阪市福島区 914 10.20 914 5.15

ダイヤモンド電機取引先

持株会

大阪市淀川区塚本１

丁目15-27
786 8.78 786 4.44

池永　辰朗 兵庫県西宮市 672 7.50 672 3.79

ダイヤモンド電機社員持

株会

大阪市淀川区塚本1

丁目15-27
463 5.16 463 2.61

豊栄産業株式会社
大阪市西淀川区花川

１丁目7-8
388 4.32 388 2.18

池永　悦治 大阪市西淀川区 271 3.03 271 1.53

第一生命保険株式会社
東京都千代田区有楽

町1丁目13-1
240 2.68 240 1.35

株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の

内1丁目1番2号
201 2.23 201 1.13

株式会社りそな銀行
大阪市中央区備後町

2丁目2番１号
200 2.23 200 1.13

（注） １．所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成26年３月31日現在の株主名簿に基づき記載

しております。

       ２．上記の割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、本優先株式の下限転換

価額（171円）で全ての本優先株式について当社普通株式を対価とする取得請求権が行使されたとした場合に

交付される普通株式数（8,771,929株）及びかかる場合における議決権数（8,771個）を基準として記載して

おります。

 

② 本優先株式

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

総議決権数に

対する所有議

決権数の割合

（％）

割当後の所有

株式数

（千株）

割当後の総議決権

数に対する所有議

決権数の割合

（％）

UDSコーポレート・メザ

ニン３号投資事業有限

責任組合

東京都千代田区大手

町一丁目９番６号
－ － 150 －

 

(6) 大規模な第三者割当の必要性
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上記15.(4)に記載のとおり、本優先株式の取得請求により当社普通株式が交付された場合には株式の希薄化

が生じることになりますが、

① 本優先株式の発行は、当社の有利子負債を抑制しながら自己資本の改善を図るためには必要不可欠であ

り、普通株主に帰属する株主価値の向上に資すると判断できること、及び

② 上記12.(3）①に記載のとおり、本優先株式は、将来の取得請求権行使による当社普通株式の増加（希薄

化）を極力抑制するため、一部の例外を除いて、割当先が当社普通株式を対価とする本優先株式の取得請

求権を行使できるのは、当社が優先配当を継続し、且つ本投資契約に違反がない限り、現金償還の選択権

が行使可能となってから６ヶ月間が経過した場合等に限定されること、当初転換価額の修正について６ヶ

月に１回の頻度とするとともに、適切な修正の下限を設定すること、当社はその分配可能額に応じて本優

先株式を当社の選択により取得することが可能となっており、この場合には取得した本優先株式を消却す

ることにより当該本優先株式に関して交付されうる普通株式が交付されないこと、法令に定めがある場合

を除き本優先株式に議決権が付されていないことの措置が講じられており、当社普通株式の希薄化を一定

程度防止することが可能な設計となっていること、

により、本優先株式の発行は、当社の普通株主の皆様にとっても合理的であると判断しております。

また、本優先株式発行については、平成26年６月27日開催予定の定時株主総会において、特別決議によるご

承認を頂く予定です。

 

(7) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

 

(8) その他参考になる事項

該当事項はありません。

 

16．平成26年５月12日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数

普通株式          9,149,400株

資本金の額        2,190,000,000円

 

以　上
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